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Ⅰ 緒 言

自殺対策支援センターライフリンク（２０１３）

は「自殺は、人の命に関わる極めて『個人的

な問題』である。しかし同時に、自殺は『社

会的な問題』であり『社会構造的な問題』で

もある」と述べている。

日本の自殺者数は、警察庁によると、平成

２４年に自殺者数が３万人を割り、２７，８５８人で

あったが、それでも１日平均７０人以上が自殺

によって命を失っているのが現状である。こ

の十年間の自殺者数の総計は北海道で言うと

旭川市の人口に匹敵しており、北海道第二の

都市の人口がこの１０年でそれも自殺によって

すべて失われるというのは、非常に問題と言

わざるを得ない。

特に、内閣府（２０１３）の平成２５年度版自殺

対策白書における、平成２３年度の２０～２４歳、

２５～２９歳、３０～３４歳、３５～３９歳の死因の第１

位は自殺であることも憂慮すべきである。な

お、この考え方には異論もあり、自殺者の総

数としては５０代、６０代の方が多く、２、３０代

が突出して自殺をするということではない。

それでも、２、３０代においての死因としては、

「不慮の事故」「悪性新生物」を超えて、「自

殺」が第１位になっていることについては、

青年期の教育に携わっている立場では看過で

きない実状である。

大学生に限ってみると、内田（２００８）の大

学生の死因別死亡率の調査結果においては、

１９９６年まで最も多い死因であった「事故」か

ら「自殺」へと変わり、それ以降ずっと自殺

が死因の第１位となっている。

大学生の自殺予防対策を考えることは、大

学教育における喫緊の課題であるといえよう。

Ⅱ 目 的

本研究では、我が国における大学生の自殺

予防における先行研究を概観し、その展望を

考察していくことである。

その際、緒言でも述べたが、自殺を個人的

な問題に留めず、自殺の社会構造的側面に焦

点を当てて考察していきたい。たしかに、自

殺を決断する背景には個人的な問題が関係し

ていることはいうまでもない。不幸にして自

殺をされた人間が誰かに自殺を強要されてい

ない限り、自殺という手段で死を選ぶその個

人の問題によるところが大きいのは頷けるも

のである。しかし、その一方、交通事故で亡

くなる死者数の４～５倍の人間が毎年自殺で
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亡くなっているこの現状を個人の問題のみに

起因することが適切なのだろうか。毎年約３

万人自殺で亡くなる我が国の実状において、

何かしらの社会構造的な問題があるというこ

とにも異論はないのではないだろうか。

なお、私のこれまでの経験則に過ぎないが、

自殺予防において「死なせない」と言うこと

は重要であるものの、自殺念慮のある学生な

どと接してきた経験からすると、「なぜ死ん

ではいけないのか」という問いに対し、学生

本人が自分でその問いを自分に引き受けない

限り、周囲が「死なないでほしい」「死んで

はいけない」と言うだけでは十分でないと考

える。つまり、当然のことであろうが、自殺

を考える本人の気持ちに焦点を当てていかな

い限り、本人が自殺ではない手段で自分の人

生を主体的に歩むことなどできないのではな

いだろうか。このことについては、Ⅴの「自

殺を考える本人の気持ちに焦点を当てること」

でもう少し詳しく論じていく。

本論考では、①主に大学生を対象とした自

殺予防における先攻研究を概観・検討し、②

「自殺の社会構造的側面」および、③「自殺

を考える本人の気持ちに焦点を当てる」、の

２つの観点について考察していくことを目的

とする。

Ⅲ 大学生の自殺研究から言えること

渡部（１９７９）は、大橋薫の論考をもとに、

年齢段階別自殺率曲線の３つの類型を報告し

ている。１番目は年齢上昇とともに自殺率も

上昇するタイプで「ハンガリー型」、２番目

は６０歳頃から自殺率が低下する「フィンラン

ド型」、３番目は「ハンガリー型」に加えて

青年期に自殺率の小さな山がある型で、「日

本型」と名付けられている。また、渡部

（１９７９）は、１５～２４歳の自殺率／全年齢層の

自殺率×１００を α値とし、「先進国型への社

会変動を果たす過程で、その国の α 値は下

降し、青年期に自殺が集中しなくなるが、福

祉国家といわれる段階にまで社会の発展が進

むと、また青年期に自殺が集中するようにな

る」と述べている。ただし、「青年期に自殺

が集中するようになる」理由においては、はっ

きりとした主張はなく、「モラトリアムの中

の青年が示す病理」として、「現在の先進諸

国が陥っている閉塞状況が、もっとも敏感に

青年期に反映した結果であろう」と述べてい

る（渡部，１９７９）。

また、角丸ら（２００５）は、大学生の自殺・

自傷行為に対する意識として、意識調査の結

果、３０．６％の学生が死のうと思ったことがあ

り、１４．９％が自傷をしようと考えたことがあ

ると報告し、その背景として、いじめや家族

の問題など、人間関係における悩みを持った

ときに多くみられるとしている。そして、そ

のような考えを持つ学生に対して、自己肯定

意識尺度からは、閉鎖的で人間不信の傾向が

あり、他人の目を気にしてしまうことで対人

緊張が生まれ、自己表明も苦手でコミュニケー

ションがうまくできない傾向、ありのままの

自分を受け入れられず、自分のしたいことや

あり方を見つけられていない傾向とそれに伴

う充実感の低さなどを述べている。

竹谷ら（２０１２）は、大学生における自殺と

全体的健康度との関係についての中で、実施

した自殺観アンケートについて次のように考

察している。「自殺は絶対にしてはいけない」

において、「はい」群７１．５％、「いいえ」群

７．９％で、「自殺を問題解決手段のひとつとし
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て肯定する若年者群が存在する可能性も否定

できなかった」と述べている。続けて、「社

会全体に迷惑をかけるので、自殺をしてはい

けない」において「はい」群が６３．６％、「宗

教的（魂など）に、自殺をしてはいけない」

において「はい」群は３７．７％、「家族などの

身近な人に迷惑をかけるので、自殺はしては

いけない」において、「はい」群が８４．８％と

報告し、「このことから、大学生が『自殺し

てはいけない』と思う理由は、家族や身近な

人への配慮が大きいと考えた。大学生の自殺

予防には、家族や身近な人への働きかけが重

要であることが示唆された」と述べている。

杉岡、若林（２０１２）は、大学生を対象とし

た自殺予防教育に関する基礎的研究としての

中で「自殺願望や自傷行為のある学生は一定

数みられること、学生間で自殺や死にたい気

持ちについて話題になり相談が行われること

はまれではないこと、にもかかわらず、自殺

予防に関する教育を受ける機会は乏しかった

こと」と述べ、自殺予防に関する心理教育的

アプローチを実践していくことを提言してい

る。

国立大学法人保健管理施施設協議会メンタ

ルヘルス委員会自殺問題検討ワーキンググルー

プ（２０１０）が作成した「大学生の自殺対策ガ

イドライン２０１０」によると、自殺における①

リスク要因、②ハイリスク者、③リスク者に

ついて表１のように定義と分類を記載してい

る。

＜リスク要因＞

� 大学（学校）生活不適応（不本意入学、孤立、不登校、ひきこもりなど）

� 学業不振（単位取得不良、留年、頻繁な欠席、卒論・修論の未提出など）

� 就職困難（進路決定保留、就職未定など）

� 長時間作業（研究活動や論文執筆などによる長時間作業）

この他、大学（学校）に限らず、どの社会においても重大なリスク要因がある。

� 自殺関連行動（虚無的・厭世的な思考、絶望感、希死念慮や自殺念慮、自殺企図や自殺

未遂の既往など）

「絶望感」は将来に対して希望を失っている状態である。「希死念慮」は「死にたい。」と

考えたり、訴えたりするが、具体的な自殺方法を考えてはいない。「自殺念慮」は具体的な

自殺方法、例えば自殺の時期、場所、手段などを考えていることで、様々の方法（遺書や発

言など）で意思表示をすることがある。「自殺企図」は自殺念慮を実行することで、縊死し

ようとする人が、場所を調べるために一歩足を踏み出したときから始まる。「自殺未遂」は

自殺手段を実行したが、幸いにも生存した場合である。

� 精神疾患（うつ病性障害、統合失調症、睡眠障害、心気症などの神経症性障害など）

� 喪失状況（愛情対象の喪失、経済的困窮、家庭内不和、近親者の死別など）

	 アルコール・物質（薬物）乱用


 重大な対人被害（ハラスメント、深刻ないじめなど）
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そして、対応においても、Ａ．普及啓発活

動、Ｂ．自殺対応に関する組織的体制と施設

の整備、Ｃ．関係者や学内支援者との連携、

Ｄ．保健管理センターの役割、Ｅ．保護者・

家族との連携、Ｆ．医療機関への紹介、Ｇ．

自殺企図・未遂・完遂に対する対応の７点に

ついて記載されている。

また、内田（２０１０）は、「２１年間の調査か

らみた大学生の自殺の特徴と危険因子－予防

への手がかりを探る」と題された研究で、１９８５

年度から２００５年度までの２１年間の９８７人の自

殺者について詳細に検討している。その調査

より得られた結果の概要を表２に示す。

＜ハイリスク者＞

リスク要因�～�のうちで１つ以上のリスク要因を示す者を「ハイリスク者」と呼ぶこと

とし、殊に多数のリスク要因を示す者には特別な注意や支援を必要とする。ハイリスク者の

対応には、周囲の者の協力を得ながら専門的な相談のできる精神科医などの関与が必要であ

る。

＜リスク者＞

上記のリスク要因�～�のうち１つのリスク要因を認める者を「リスク者」と呼ぶことに

する。リスク者でもリスク要因が増加するに伴い自殺危険性は高まる。

リスク者に対しては、リスク要因の欠如する学生と同様に、普段のメンタルヘルス活動で

対応するとともに、リスク要因が増加しないように、プリベンション（一次予防）を行う必

要がある。このため普段から就学状態や交友関係などに適宜注意を払い、ハイリスク化を示

す学生には適切な支援を行えるように配慮が必要である。

表１ 国立大学法人保健管理施施設協議会メンタルヘルス委員会自殺問題検討ワーキンググルー
プ（２０１０）による自殺の＜リスク要因＞＜ハイリスク者＞＜リスク者＞

� 自殺者の性別では、他の年代と同様に男子が有意に多かった。

� 死因の経年変化では、全死亡率は減少し、事故死も減少しているが、自殺率は増加も減

少もしていない。しかし、１９９６年度からは、自殺が大学生の死因の第一位を占める深刻な

状態が続いている。

� 自殺学生数は、母集団の多い４年制理系と文系の男子で多かった。

� 性別と専攻による自殺率の比較をすると、医学部男子と文系男子で特に高く、歯学部男

子においても高く、自殺リスクが高い集団と考えられた。

� 自殺率を学年で比較すると、４年制文系理系では４年生と５年生以上で有意に高く、６

年制医学部では７年生以上で自殺率が高かった。最終学年と留年生（過年度生）は自殺の

リスクの高い集団と考えられた。
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内田（２０１０）は自殺対策として、「保健管

理センターなどの学内サービス施設の存在を

広めること、学生と教職員への自殺予防教育、

および大学の教育体制や管理体制の変革も必

要と考えられる」と述べている。

斉藤、飯田、川崎（２０１１）は、「学生相談

における自殺未遂学生への支援」と題し、北

海道内の学生相談室に対して行ったアンケー

ト調査から、表３のような結果を見いだした。

� ICD�１０により精神科診断された自殺学生は約１９％であり、F３と F２が多かった．

� 保健管理センターが自殺学生に関与したのは約１９％と少なかった。診断も治療も受けず

に自殺する学生が多い状況であった。

� 自殺手段では、縊死、飛び降りの順で頻度が高かった。

表２ 内田（２０１０）１９８５年度から２００５年度までの２１年間の９８７人の自殺者についての調査より
得られた結果の概要

１）今回の調査で得られた自殺未遂の手段は服薬、縊首、飛び降り並びに刃物・刺物の順と

なっている。一方で自殺既遂の手段は男女差があるものの縊死、飛び降り、服薬が多く用

いられている。未遂と既遂の手段は同様であり、決して未遂だと言って軽くみてはならな

いことが再確認された。

２）未遂者は未遂前に学生相談室に来談している場合がほとんどであった。その大半が自殺

念慮以外の他の理由で来談していた。日常の相談活動においては、来談者に対して、常に

自殺の危険性を考慮に入れながらの適切な対応が必要といえる。

３）大学生における自傷行為の経験率は６．９％、２７．３％という調査結果がある。自傷行為を

経験する学生は１００人いれば少なくても６人はいることになる。また自殺既遂者のうちで

「保健管理センターが関与したのは約１９％」である。自殺既遂者の大半は学内の相談機関

を利用していないことをふまえると、学生相談室が把握していない未遂者も潜在している

と思われる。このように来談に至っていない学生への対応は欠かせない。全学的な予防活

動として心理教育は将来の自殺未遂を防ぐだけではなく、未遂者が周囲の無理解や批判に

さらされないようにするためにも必要である。

４）未遂学生が来談したがらない、支援を拒否する、親に連絡しないでほしいというように、

「つながり」を拒むことに苦慮したカウンセラーが多い。これは高等）学校の養護教諭で

も多く認められるので、青年期の学生には特に見受けられやすい問題かもしれない。本人

の意思に反したことを強引にすると、本人との信頼関係は築けない。かといって、要求通

りにしていることも危険である。カウンセラーの力量が問われる難しい問題である。この

問題に対して、どのように対処しているか工夫を明らかにすることが今後の課題である。

５）教職員との連携の重要性が明らかにになった。自殺未遂は緊急事態であるので、そのよ
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Ⅳ 自殺の社会構造的側面について

本章では、自殺の社会構造的側面について、

主にＮＰＯ法人自殺対策センターライフリン

ク（２０１３）の自殺実態白書２０１３【第一版】を

もとに考察していく。

まず、自殺の危機要因となりえるものは６９

個とされており、自殺で亡くなった人は「平

均３．９個の危機要因」を抱えていたと報告さ

れていた。主な危機要因としては、表４のと

おりである。

そして、職業等の属性によって、「自殺の

危機経路（プロセス）」に一定の規則性がみ

られたと述べている。この見解は、まさに自

殺が社会構造的問題であることを裏付けてい

るといえる。

次に、うつ病については、「自殺の一歩手

前の要因であると同時に、他の様々な要因に

よって引き起こされた『結果』でもあった」

うな事態になった際に迅速に適切な対応ができるよう、日常からカウンセラーはネットワー

クを築いていることが必要である。また、対応マニュアルを作成して備えておくとより万

全かと思われる。

６）未遂が発生すると、周囲の人は不安になりやすい。親の中には自責的になる人もいる。

カウンセラーは学生本人だけではなく、親や教職員などの不安が軽減し、学生のために適

切な対応がとれるようなサポートをする必要がある。

７）非常勤の勤務形態のカウンセラーにとっては、緊急事態が発生した際に責任を持って、

継続的に関与することは難しい。更に、自殺未遂は日常的に頻発するものでもないので、

大学側が問題意識を持つことも薄い。学生相談室は自殺に限らず、事件性のあるケースな

ど緊迫して複雑な問題が持ち込まれる場である。非常勤カウンセラーが対応することには

限界があり、適切な対応をとりたくてもとれない体制である。このような問題意識を大学

側に理解してもらい、体制を作ることは急がれる。

表３ 斉藤、飯田、川崎（２０１２）における、自殺未遂学生における支援についての知見

うつ病（２７４）、統合失調症等（９７）、職場の人間関係（９５）、身体疾患（その他）（８８）、負債

（多重債務）（８２）、家族間の不和（夫婦）（７６）、家族間の不和（親子）（７１）、過労（６９）、

生活苦（６６）、事業不振（６０）、失業（５７）、仕事の悩み（５１）、離婚の悩み（４７）、職場環境

の変化（配置転換）（４３）、仕事の失敗（３９）、アルコール問題（３４）、家族との死別（その他）

（３０）、育児の悩み（３０）、将来生活への不安（２９）

表４ ライフリンク（２０１３）による自殺の危機要因

※筆者注）カッコ内の数値はライフリンクの調査によって得られたもので、頻度を示している。
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とし、うつ病の「危機複合度（その要因が発

現するまでに連鎖してきた要因の数）」は３．６

と非常に高かったと報告している。

また、自殺で亡くなった人の多くが「生き

よう」としていたと述べられており、亡くな

る前に、行政や医療等の専門機関に相談して

いた人は７０％に上ったと報告している。そし

て、亡くなる１ヶ月以内に限っても４８％が、

なんらかの専門機関に相談に行っていたとい

う結果をまとめている。

なお、専門機関に相談していた人の約５％

は、相談した当日に自殺で亡くなっていたと

報告しており、専門機関につなぐことは自殺

予防の第一歩にすぎないこと、特に５％もの

人間が当日に自殺という手段で亡くなってい

ることから、自殺予防に力を入れていくこと

が専門機関にますます求められることであろ

う。

特に若年女性（１０～２０代）の６７％に自殺未

遂歴があったとされ、過去に虐待やいじめ等

を受けた経験が「自殺の遠因」になっていた

可能性のある人は１４％に上り、女性が１９％と

男性（１２％）より高かったことが報告された。

そして、明確に「自殺のサイン」と呼べる

ものがあるわけではなかったとし、遺族への

「自殺のサインがあったと思うか」との問い

に「あったと思う」と答えた者は５８％いたが、

「それが発せられた時点でもそれを自殺のサ

インだと思ったか」との問いには、遺族の１０％

しか「思った」とは答えなかったと述べてい

る。自殺未遂やその他の自殺のサインについ

ても、振り返ってみれば、その兆候はあった

だろうが、それを自殺のサインと気づけるか

どうかは正直容易なことではない。

続けて、ライフリンク（２０１３）における

「学生」については、中学生、高校生、大学

生を指していることから、「学生」と記載し、

括弧のない学生は大学生を指すものとする。

「学生」の１０大危機要因として、「いじめ・

他生徒との関係」、「教師との関係」、「家族間

の不和（親子）」、「学業不振」、「引きこもり・

不登校」、「統合失調症等」、「進路に関する悩

み」、「就職失敗」、「うつ病」、「将来生活への

不安」が挙げられていた。そして、「学生」

の抱えられていた危機要因の数の平均が３．２

個とされ、最初の危機要因から自殺に至るま

での平均年月が３．３年（中央値）と報告して

いる。続いて、「学生」の亡くなる前にどこ

かの相談機関に相談していた割合は５７．８％、

１ヶ月以内の相談が４３．２％としている。

以上、ライフリンク（２０１３）の調査結果か

らの考察として、まず「うつ病」は重要な危

機要因であるが、自殺問題においては、「う

つ病の治療」ということだけでなく、「うつ

病になってしまった背景」についいても考え、

可能であればそれらにも対応していくことが

求められると考えた。そして、当事者にとっ

ての最初の大変な出来事（危機要因）から約

３年で自殺に至るケースが少なくないことか

ら、この２，３年の対応こそ特に重要であると

いえる。つまり大学在学期間は重要な対応期

間といえよう。なお、相談機関につなぐ、つ

ながることは対策の初歩に過ぎず、特に医療

と行政、法律などの専門家が自殺対策におい

て連携していくことが求められるといえる。

すなわち、家庭不和や不登校経験、学業不

振、友人関係におけるトラブルを抱えていた

り、進路の悩みや就職失敗などの要因になり、

気分障害（うつ病）になったり、もしくは統

合失調症などを発症することで、将来への不
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安が強くなり、自殺をしてしまう可能性があ

るという、社会構造的な問題が存在するとい

える。もちろん、個人がもちうるソーシャル

サポートなどによって上記状況に変動はあろ

うが、社会経済状況などによる社会構造的要

因と個人要因、環境要因の相互作用によって、

大学生の自殺が引き起こされると考えられる。

澤田、上田、松林（２０１３）は、「日本にお

ける自殺の背後には、自営業の資金繰り問題、

失業や生活困窮などの経済的要因があると考

えられる。他方、日本では自殺は主にうつ病

などの精神疾患によって引き起こされる問題

であると考えられてきたが、精神疾患をもた

らす社会的な背景まで踏み込んだ原因が注目

されることはあまりなかった」と主張してい

る。続けて、特に失業が背景にある人間の自

殺対策と思料するが、「自殺対策として、う

つ病等への対策を実施すると同時に、経済問

題に対処するための経営相談、法律相談や失

業対策を連動して行っていくことが不可欠と

考えられる。たとえば、失業して住む家も追

われ、多重債務に陥ってうつ病を発症してし

まったとすれば、精神科でうつ病の治療をし

つつ法律の専門家のもとで債務の法的整理を

行い、さらにはハローワークで雇用促進住宅

への入居手続きをしながら求職活動もしなけ

ればならない。失業状態で住居を失った人が、

自力でこうした複数の課題に取り組むことを

期待するのは非現実的と言わざるをえない。

これらの窓口を統合し、たとえば、ハローワー

クに心の相談窓口、法律の無料相談窓口を開

設し、包括的な取り組みによって、失業者の

自殺を防止することが不可欠であろう」と述

べている。私も澤田らの指摘どおりであると

考え、大学生の自殺対策においても、保健セ

ンターやもしくは学内に組織を設け、包括的

な取り組みを行っていくことが急務といえる。

Ⅴ 自殺を考える本人の気持ちに焦点

を当てること

～対応についての若干の提言～

自殺を防止するという理念のもと、大学の

教職員や援助者が「絶対に死なせない」とい

う信念をもつことはもちろん大切であろう。

たった一つの尊い命を自分で断ってしまうこ

とは、何より過去から現在、そして未来へと

続くその人間の生活の営みが終わってしまう

ことを意味する。ある人間が死を選択しない

でいただけると、「生きていてよかった」と

思える時期がくると周囲は信じているであろ

う。

そして言うまでもないが、自殺はそれを実

行した人間の数多くの家族や周囲にも深い傷

をもたらす。自殺によってほかの自殺を誘引

してしまうことも自殺の大きな問題点と言え

よう。

自験例だが、自殺念慮のある高校生や大学

生と面接していたとき、「どうして死んでは

いけないのですか」と言われることがある。

時と場合によるが、「あなたに生きていてほ

しい」と伝えると、相談者によって反応はも

ちろん異なるものの、「あなたや家族が『死

なないで』というから、私は生きていなけれ

ばならないのですか」「あなたの願望のため

に、私は死んではいけないのですか」「あな

たは、私の『死にたい』という気持ちよりも、

自分の『死んでほしくない』という気持ちを

私に押し付けるのですね」などと言われたこ

とがある。

誤解を恐れずに言うと、「死んではいけな

94 人間福祉研究 第１７号 ２０１４



い」も「死なないでほしい」も、いわゆる被

相談者の立場からの意見や希望、依頼にすぎ

ない。子どもや大人にも主体性や自立性を求

める風潮が強いにも関わらず、自殺に関して

はそれを許容する雰囲気はほとんどない。一

部の論考には、自殺容認論などもあろうが、

私自身はそれをよしとする立場ではない。

生きるということは容易なことではない。

まして、その人間を取り巻く環境が悲惨であ

る場合は、死ぬことによって平穏を得ようと

することも私は気持ちとしてわからないこと

はない。ある程度安定した立場にある人間が

「死んではいけない」「死なないでほしい」

と伝えても、絶望感や徒労感などを抱え、自

殺を考えている人間の奥底にそれらの言葉は

容易には伝わらないであろう。

それでは、自殺を考えている大学生が自殺

ではない手段や方法で、主体的に生きていく

ために、支援者や周囲の者がどうすればよい

のだろうか。

まず、自殺を考えている大学生から話を聴

かせていただくということを大切にすべきで

はないだろうか。そして、私たち自身がゲー

トキーパーであるという自覚を持つことが重

要であると考える。具体的な相談場面では、

相手より自殺のことが話題に挙げられた場合

は、こちらも死のことを話題にする。そして、

相手の話を聴き、自分のものさしではなく、

相手のものさしで計ることで、「この学生は

死にたいくらいつらい思いをされている」な

ど想像力を巡らして考え、そしてそれを伝え

てみることこそ重要ではないだろうか。死を

考えている学生側からすると「自分の気持ち

をわかってもらえた」という気持ちが芽生え、

死ではない、つまり「生きる」方向で自分の

人生を考える契機になることもあるのだと考

える。

なお、アセスメント（危機介入）の視点も

重要であろう。「うつ病」「統合失調症」が背

景にある学生は、その病気の側面だけではな

く、さまざまな危機要因があるということに

思いを念頭に置いておかなければならないで

あろう。特に重篤だと判断される場合は、そ

の当事者を支援できるであろう、もしくは関

わりのある組織との情報交換を試みる。理想

としては、そういう連携が国や道・市町村レ

ベルで組織されているのが望ましいが、自分

の所属する組織と医療、行政、法律関係者な

どと、当事者を取り巻く環境に働きかける努

力をすることが求められるのではないだろう

か。

Ⅵ お わ り に

とある面接場面で、思春期年代の方から

「子どもに命の大切さを親や先生は言うくせ

に、自殺って、５０歳とか６０歳以上の人たちの

ほうが圧倒的に多いんでしょう？それってお

かしくないのですか？大人にそのことを言っ

たら、『大人になると子どもよりもいろいろ

大変なことが多い』と言われたけど、そうい

う見方自体、『子どもは大人より大変ではな

い』っていう偏った見方だと思う。」と私は

言われたことがある。

比喩であるが、「子どもは社会（大人）を

映し出す鏡」という言葉がある。大学生など

の青年期の自殺について考える際、私たちは

大人社会のありように目を向けることが大切

なのではないだろうか。

私たち大人が、与えられた生を全うするこ

と、そして私たちの一挙手一投足が自分の身
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近な人たちに有形無形の影響を及ぼしていく

という自覚が求められると考える。そういう

自分のあり方を常に問いながら、自殺予防に

取り組んでいくことが必要なのだと考える。

岡（２０１３）は、自殺希少地域海部町と自殺

多発地域のＡ町を比較研究した中で、自殺予

防因子を、①いろんな人がいてもよい、いろ

んな人がいたほうがよい、②人物本位主義を

つらぬく、③どうせ自分なんて、と考えない、

④「病」は市に出せ、⑤ゆるやかにつながる、

の５点を指摘している。改めて、自殺を考え

ている人間を取り巻く環境要因、コミュニティ

の特性が重要であることを指摘したい。つま

り、大学の持つ風土の重要性を強く訴えたい。

おわりに、末井（２０１３）の言葉を以下に引

用する。ちなみに末井は、自身が小学校に上

がった頃すぐに母親が若い男性とダイナマイ

ト心中をして、母親を亡くした経験をしてい

る。

本当は、生きづらさを感じている人こそ、

社会にとって必要な人です。そういう人たち

が感じている生きづらさの要因が少しずつ取

り除かれていけば、社会は良くなります。取

り除かれないにしても、生きづらさを感じて

いる人同士が、その悩みを共有するだけでも

生きていく力が得られます。だから、生きづ

らさを感じている人こそ死なないで欲しいの

です。
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